
証券コード 9820
平成29年６月９日

株 主 各 位
東京都港区麻布台二丁目４番５号

エムティジェネックス株式会社
代表取締役社長 鈴 木 均

　

第67回定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　当社第67回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く

ださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますの

で、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に

議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年６月26日（月曜日）午後５時までに到

着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具
記

１. 日 時 平成29年６月27日（火曜日）午前10時

２. 場 所 東京都港区新橋一丁目18番１号
航空会館 ５階会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３. 目 的 事 項

報 告 事 項 １．第67期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業
報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件

２．第67期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項

　 第１号議案 剰余金の処分の件

　 第２号議案 株式併合の件

　 第３号議案 定款一部変更の件

　 第４号議案 取締役５名選任の件

　 第５号議案 監査役３名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。
　なお、事業報告、計算書類、連結計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、イン
ターネット上の当社ウェブサイト（http://www.mt-genex.co.jp）に掲載させていただきます。
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（提供書面）
　

事 業 報 告

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

　

１．企業集団の現況に関する事項
　(1) 事業の経過及びその成果

　当期におけるわが国経済は、企業収益や所得・雇用環境の改善を背景に個人

消費の持ち直しが見られるなど、緩やかな回復基調で推移しました。一方で、

中国をはじめとする新興国経済の鈍化、英国のＥＵ離脱問題、米国新政権の政

策動向など、世界経済は先行き不透明な状況が続いております。不動産市場に

おいては、企業の業績拡大による移転・増床需要が引き続き旺盛であり、オフ

ィスを中心に堅調に推移しましたが、インバウンド需要の落ち着きによりホテ

ル・商業施設の一部では減速の動きが見られました。

　このような状況下、当社グループは「快適な都市環境・オフィス空間の提供

をサポートするトータルプロパティコーディネーター」として、「リニューアル

事業」、「駐車場運営管理事業」、「住宅・ビル管理事業」の主力３事業に加え、

保険代理店事業の強化に努めてまいりました。

　当社グループの業績については、売上高2,403,847千円（前期比5.5％増）、営

業利益385,808千円（同31.2％増）、経常利益396,188千円（同28.0％増）、親会

社株主に帰属する当期純利益254,287千円（同30.3％増）となりました。

　なお、セグメントの業績は、次のとおりであります。

〔リニューアル事業〕

内装工事の受注が好調に推移した結果、売上高は882,071千円（前期比8.8％

増）となりました。

〔駐車場運営管理事業〕

駐車場の稼働が好調に推移した結果、売上高は964,394千円（前期比9.2％増）

となりました。

〔住宅・ビル管理事業〕

住宅管理における管理物件縮小の結果、売上高は508,908千円（前期比15.0％

減）となりました。

〔その他事業〕

保険代理店業務が順調に推移した結果、売上高は48,472千円（前期比94.6％

増）となりました。
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　事業別売上高

事 業
当 連 結 会 計 年 度

売上高(千円) 構成比（％) 前連結会計年度比(％)

リ ニ ュ ー ア ル 事 業 882,071 36.7 8.8

駐車場運営管理事業 964,394 40.1 9.2

住宅・ビル管理事業 508,908 21.2 △15.0

そ の 他 事 業 48,472 2.0 94.6

合 計 2,403,847 100.0 5.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　(2) 設備投資の状況

特記すべき事項はありません。

　(3) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

　(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

　(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

　(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

　(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。
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　(8) 財産及び損益の状況の推移

　 ①企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分
第64期

(平成26年3月期)

第65期
(平成27年3月期)

第66期
(平成28年3月期)

第67期
(平成29年3月期)

売 上 高 (千円) 2,113,534 2,123,357 2,278,139 2,403,847

経 常 利 益 (千円) 318,916 313,903 309,567 396,188

親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 185,391 185,585 194,981 254,287

１株当たり当期純利益 (円) 17.20 17.22 18.10 23.60

総 資 産 (千円) 2,715,622 2,990,122 2,999,410 3,129,473

純 資 産 (千円) 2,017,410 2,160,254 2,312,378 2,522,989

　 ②当社の財産及び損益の状況の推移

区 分
第64期

(平成26年3月期)

第65期
(平成27年3月期)

第66期
(平成28年3月期)

第67期
(平成29年3月期)

売 上 高 (千円) 1,696,599 1,766,068 1,893,785 2,019,617

経 常 利 益 (千円) 294,530 293,763 274,248 330,286

当 期 純 利 益 (千円) 179,605 180,898 178,334 212,085

１株当たり当期純利益 (円) 16.66 16.79 16.55 19.68

総 資 産 (千円) 2,548,338 2,861,591 2,667,293 2,793,270

純 資 産 (千円) 2,003,340 2,141,497 2,276,973 2,445,382
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　(9) 重要な親会社及び子会社の状況

　 ①親会社との関係

　当社の親会社は株式会社森トラスト・ホールディングス、森トラスト株式会

社であります。

　森トラスト株式会社は当社の株式5,746千株（議決権比率53.50％）を直接所

有しております。同社の主要な事業内容は都市開発、ホテルの経営及び投資事

業であります。

　株式会社森トラスト・ホールディングスは、当社の議決権比率53.50％を間接

所有しております。同社は関係会社間融資を含むグループファイナンス業務を

行っております。

　なお当社と森トラスト株式会社の事業に係る位置づけは次のとおりでありま

す。

リニューアル

森トラスト株式会社が所有しておりますビルや住宅等の内装
工事、リニューアル工事を請負っております。
また、森トラスト株式会社が所有しております不動産の外構
工事等の請負及び設計施工監理をしております。

駐車場
森トラスト株式会社が所有しております駐車場の運営管理等
を受託しております。また、森トラスト株式会社より駐車場
を賃借しております。

住宅・ビル管理
森トラスト株式会社が所有しております不動産の運営管理等
を受託しております。

②親会社等との間の取引に関する事項

当社は、親会社等との取引に関して、市場実勢価格や市場金利等を勘案して

取引条件を決定しておりますので妥当性はあると考えております。また、当該

取引の実施の可否等につきましては、当社経営会議、取締役会において多面的

な議論を経たうえで、最終的な意思決定を当社独自で行っており、意思決定手

続きの正当性に問題はなく、これらの取引は当社の利益を害することはないと

当社の取締役会は判断しております。
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③重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 当社の
出資比率 主要な事業内容

東洋ハウジング管理株式会社 10百万円 100％ 不動産の賃貸管理及び運営
業務他

森トラスト保険サービス株式会社 10百万円 100％ 損害保険代理店

（注）上記の重要な子会社はすべて連結子会社であります。

④事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

　(10) 対処すべき課題

　安定的な収益基盤の維持と、これまで蓄積された内部留保資金を用いた成長

投資と配当による株主還元のバランスをとりながら、将来にわたる企業価値の

向上を図ることを重要課題と認識し、取り組んでまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い

申し上げます。

　(11) 主要な事業内容（平成29年３月31日現在）

① ビル、住宅等のリニューアル工事

② 月極及び時間貸駐車場の運営

③ 住宅、ビルの運営管理

④ 損害保険、生命保険の販売（代理）

　(12) 主要な営業所及び工場（平成29年３月31日現在）

① 当 社

　 本 社：東京都港区麻布台二丁目４番５号

② 子会社 東洋ハウジング管理株式会社（本社：東京都港区)

　森トラスト保険サービス株式会社（本社：東京都港区）
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　(13) 使用人の状況（平成29年３月31日現在）

① 企業集団の従業員数

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

　 27（11）名 　 ３名減（３名減）

(注) 従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当
社グループ外から当社グループへの出向者を含むほか、人材会社からの派遣
社員は除く。)であります。また、臨時雇用者数は、（ ）内に年間の平均人
員を外数で記載しております。

② 当社の従業員数

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

　 18（５）名 １名減（２名増) 　 51.2歳 　 ８年５ヵ月

(注) 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出
向者を含むほか、人材会社からの派遣社員は除く。）であります。また、臨時
雇用者数は、（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

　(14) 主要な借入先の状況（平成29年３月31日現在）

該当事項はありません。

　(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（平成29年３月31日現在）

　(1) 発行可能株式総数 30,000,000株

　(2) 発行済株式の総数 10,796,000株

　(3) 株主数 795名

　(4) 大株主

株 主 名 持株数 持株比率

森トラスト株式会社 5,746千株 53.34％

戸田建設株式会社 530千株 4.92％

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口） 500千株 4.64％

北愛知リース株式会社 349千株 3.24％

大佐古 幸典 342千株 3.17％

株式会社ＳＢＩ証券 140千株 1.30％

株式会社ＫＡＴＳＵＲＡ 111千株 1.03％

山田 章一郎 110千株 1.02％

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ ＢＲＯＫＥＲＳ ＬＬＣ 103千株 0.96％

藤井 俊秀 100千株 0.93％

　(注) 持株比率は自己株式（23,190株）を控除して計算しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
　(1) 取締役及び監査役の氏名等（平成29年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 鈴 木 均
東洋ハウジング管理株式会社取締役

森トラスト保険サービス株式会社代表取締役

取 締 役 伊齋田 治 リニューアル事業部長

取 締 役 藤 沢 久 晃 管理部長

取 締 役 鈴 木 靖 人 駐車場運営部長兼ビル管理部長兼開発部長

取 締 役 福 島 克 彰 戸田建設株式会社常務執行役員東京支店長

監査役（常勤) 阿 部 和 康

監 査 役 福 田 照 幸 森トラスト保険サービス株式会社監査役

監 査 役 西 本 憲 良 森トラスト・ビルマネジメント株式会社監査役

監 査 役 柳 内 康 孝

(注)１．取締役福島克彰氏は、社外取締役であります。
２．監査役阿部和康氏、福田照幸氏及び西本憲良氏は、社外監査役であります。
３．監査役髙谷信之氏、矢部雅彦氏は、平成28年６月23日付で辞任しておりま

す。また、同日付で阿部和康氏、柳内康孝氏が監査役に就任しております。
４．監査役福田照幸氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　

　(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
(う ち 社 外 取 締 役)

５名
(１)

22百万円
（１)

監 査 役
(う ち 社 外 監 査 役)

６名
(５)

８百万円
(７)

合 計 11名 30百万円

(注)１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ
ん。

２．取締役の報酬限度額は、平成２年11月28日開催の第40回定時株主総会におい
て年額90百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただい
ております。

３．監査役の報酬限度額は、平成２年11月28日開催の第40回定時株主総会におい
て年額20百万円以内と決議いただいております。

４．監査役の支給人員には、平成28年６月23日開催の第66回定時株主総会の終結
の時をもって退任した監査役２名を含んでおります。
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　(3) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

・社外取締役福島克彰氏の兼職先である戸田建設株式会社は、当社と業務提携

の関係にあり、リニューアル事業において取引を行っております。

・社外監査役福田照幸氏の兼職先である森トラスト保険サービス株式会社は、

当社が100％出資している連結子会社であります。

・社外監査役西本憲良氏の兼職先である森トラスト・ビルマネジメント株式会

社は、当社とリニューアル事業、駐車場事業、住宅・ビル管理事業において

取引を行っております。

② 当事業年度における主な活動状況

　 １）取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（18回開催) 監査役会（14回開催)

出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

取締役 福 島 克 彰 16回 89％ －回 －％

監査役 阿 部 和 康 14回 100％ 10回 100％

監査役 福 田 照 幸 18回 100％ 14回 100％

監査役 西 本 憲 良 18回 100％ 14回 100％

（注）監査役阿部和康氏の出席率は、就任後開催の取締役会（14回）及び監査役会

（10回）に対する出席割合を記載しております。

　 ２）取締役会及び監査役会における発言状況

・取締役福島克彰氏は、大手建設会社での豊富な経験と業務知識から、取締

役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってお

ります。

・監査役阿部和康氏は、森トラストグループ各社の役員であった経験と幅広

い知見から、経営の全般に対し、意見を述べる等、取締役会の意思決定の

妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監

査役会において決裁書類等の調査結果ならびに内部監査について適宜、必

要な発言を行っております。

・監査役福田照幸氏は、弁護士としての専門的見地から、当社のコンプライ

アンス体制の構築・維持についての発言を行っております。

・監査役西本憲良氏は、森トラストグループ各社の監査役であった経験から、

全般の業務運営に対し、意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・

適正性を確保するための助言・提言を行っております。
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③ 責任限定契約の内容の概要

　 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第１項の責任につき、

会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限

度としております。

④ 当社親会社又は当社親会社の子会社から受けた役員報酬等の額

　 社外監査役が、当社親会社又は当社親会社の子会社（当社を除く）から、

当事業年度において、役員として受けた報酬等の額は、７百万円であります。
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５．会計監査人の状況
　(1) 名称

　清陽監査法人

　(2)当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額及び当該報酬等について監査役会が同

意した理由

①当事業年度に係る報酬等の額 12百万円

②当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財務上の利益の合計額 12百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金
融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、
実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこ
れらの合計額を記載しております。

③会計監査人報酬等に監査役会が同意した理由

　会計監査人から示された報酬は、その単価のほか、会計監査計画上の会計

監査に係る作業項目・内容及び作業時間の見込み等は妥当と判断し、報酬額

に同意しております。

　(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

　(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定

めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監

査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に

招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告

いたします。

　また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的

に勘案して、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定

し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。

　(5) 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。
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６．業務の適正を確保するための体制
（1）業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下

のとおりであります。

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・取締役会を原則として毎月１回開催することのほか、必要に応じて臨時に開

催し、重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から職務執

行の報告を受け、これを監督する。

・内部監査部門として社長直属の「内部統制監査室」を設け、コンプライアン

ス等の内部管理体制の適正・有効性を検証し、重要な問題事項があれば、社

長・取締役会へ適時に報告する体制を整備する。
　

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る情報については、保存期間等の管理方法を定めた

社内規程に基づき適切に保存・管理する。
　

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社グループ内外の、損失に結びつく社内外のリスクを識別・分類し、それ

ぞれについての社内規程ないし対応手順と主管部署を定め、リスク発生を防

ぐとともにリスク発生時の損害を最小限にとどめる。

・各取締役は、自らの分掌範囲について、責任を持ってリスク管理を行う。ま

た、重要なリスクについては、必要に応じて、全社横断的に総合的な対応を

図る。
　

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・経営計画において、毎年度の基本的な経営方針・計画を定め、これを軸とし

た計画・実施・統制評価のマネジメントサイクルを展開する。

・経営管理に関する社内規程を整備し、各職位の責任・権限や業務の基本的枠

組みを明確にし、迅速かつ適正な意思決定、効率的な業務執行を行う。
　

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・経営理念、行動規範の整備に加え、コンプライアンス教育を実施し、従業員

の法令・企業倫理の遵守を徹底する。

・業務における適法・適正な手続き・手順を明示した社内規程類を整備し運用

する。

・適法・適正な業務執行を確認するため、内部監査部門による監査を実施する。
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⑥ 会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す

るための体制

・当社グループ会社に関する管理は、「関係会社管理規定」に基づき、計画立案

から執行までを総括的に管理・統制するマネジメントサイクルを展開し、重

要な事項については、取締役会に報告する。

・グループ共通のコンプライアンス等に関する方針のもと、その遵守徹底を図

る。
　

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項

・監査役の求めに応じ、内部監査部門に属する使用人を、随時、監査役の職務

の補助に当たらせる。
　

⑧ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役を補助する使用人の職務執行については、監査役の指揮命令に従い、

取締役の指揮命令からの独立性を確保する。

・監査役を補助する使用人の人事に関する事項については、監査役の意見を尊

重する。
　

⑨ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告

に関する体制

・法令に定めるもののほか、重要会議への監査役の出席等により、重要な業務

執行に関する事項について、監査役に報告する。また、監査役から求められ

た場合、適切に報告する。
　

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・取締役と監査役との定期的な意見交換の実施や内部監査部門と監査役の緊密

な連携等により、監査の実効性を高めるための環境整備を行う。
　

⑪ 反社会的勢力排除に向けた体制整備

・当社は企業倫理規程において、当社の全役職員は社会の秩序と安全に脅威と

なる反社会的勢力に対して、毅然とした態度で臨み経済的利益は供与しない

旨を規定しております。

・反社会的勢力排除に向けた取組については、法令及び企業倫理に則り対応す

ることが重要であるとの認識に基づき、対応部署を管理部として関連情報の

収集・管理に努めるとともに、反社会的勢力への対応マニュアルを制定し、

業務運営の中で周知徹底を図っております。また、顧問弁護士や公益社団法

人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に登録する等、外部専門機関との連携

を強化することによって、必要情報の収集に努めております。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当連結会計年度における上記体制の運用状況の概要は以下のとおりでありま

す。

　当社は、従業員、役員に対し、法令・社内規程等の遵守状況を確認し、忠実

に職務を遂行することを誓約するために、「コンプライアンスセルフチェック

シート兼誓約書」の提出を求めております。

　当社の取締役会は、社外取締役１名を含む取締役５名で構成し、監査役４名

も出席した上で開催し、取締役の職務執行を監督しております。

　子会社については、「関係会社管理規程」に基づき、重要な事項を当社取締

役会において審議し、子会社の適正な業務運営及び当社による実効性のある管

理の実現に努めております。

　内部監査室は、取締役会の承認を受けた内部監査計画に基づき、法令・社内

規程等の遵守状況について、各部を対象とする監査を実施し、その結果及び改

善状況を代表取締役及び監査役に報告しております。

　監査役は、経営会議等の重要会議や取締役会に出席し、適宜、助言や提言を

行っております。また、監査方針を含む監査計画を策定し、月１回の定時監査

役会に加えて適宜臨時監査役会を開催し、監査役間の情報共有に基づき会社の

状況を把握し、必要な場合は提言の取りまとめを行い、内部監査室・会計監査

人と連携し、取締役及び使用人の職務の執行状況を監査しております。

　常勤監査役は、主要な稟議書の回付を受けるとともに、各取締役ならびに各

事業部責任者と面談を実施し、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款

に適合することを確保するための体制状況や、損失に結びつくリスクの管理体

制状況等について監査を行っております。

７．会社の支配に関する基本方針
　特記すべき事項はありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額、株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
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連結貸借対照表

(平成29年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

〔資 産 の 部〕 〔負 債 の 部〕

流動資産 3,006,001 流動負債 501,587

現金及び預金 944,536 支払手形及び買掛金 45,265

受取手形及び売掛金 50,223 工事未払金 61,933

完成工事未収入金 85,564 未払法人税等 74,235

短期貸付金 1,850,000 前受金 40,232

繰延税金資産 13,853 預り金 218,380

その他 61,824 賞与引当金 13,080

固定資産 123,471 その他 48,459

有形固定資産 43,387 固定負債 104,897

建物及び構築物 9,170 長期預り敷金 79,403

機械装置及び運搬具 0 退職給付に係る負債 25,493

土地 22,048

その他 12,168 負 債 合 計 606,484

無形固定資産 2,393 〔純 資 産 の 部〕

ソフトウェア 1,832 株主資本 2,520,719

その他 561 資本金 1,072,060

投資その他の資産 77,690 利益剰余金 1,451,873

投資有価証券 8,216 自己株式 △3,213

敷金及び保証金 50,379 その他の包括利益累計額 2,269

繰延税金資産 16,667 その他有価証券評価差額金 2,269

その他 13,155

貸倒引当金 △10,728 純 資 産 合 計 2,522,989

資 産 合 計 3,129,473 負 債 純 資 産 合 計 3,129,473

記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売上高 2,403,847

売上原価 1,720,238

売上総利益 683,609

販売費及び一般管理費 297,800

営業利益 385,808

営業外収益

受取利息 9,944

受取配当金 188

雑収入 246 10,379

経常利益 396,188

特別損失

本社移転費用 11,258 11,258

税金等調整前当期純利益 384,929

法人税、住民税及び事業税 125,611

法人税等調整額 5,030 130,642

当期純利益 254,287

親会社株主に帰属する当期純利益 254,287

記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当期首残高 1,072,060 1,240,684 △2,891 2,309,853

当期変動額

剰余金の配当 △43,099 △43,099

親会社株主に帰属する

当期純利益
254,287 254,287

自己株式の取得 △322 △322

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額)

当期変動額合計 － 211,188 △322 210,866

当期末残高 1,072,060 1,451,873 △3,213 2,520,719

　

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 2,524 2,524 2,312,378

当期変動額

剰余金の配当 △43,099

親会社株主に帰属する

当期純利益
254,287

自己株式の取得 △322

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額)
△255 △255 △255

当期変動額合計 △255 △255 210,610

当期末残高 2,269 2,269 2,522,989

記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

　 連結子会社の数 ２社

　 連結子会社の名称 東洋ハウジング管理株式会社

　 森トラスト保険サービス株式会社

②主要な非連結子会社の名称等

　 該当事項はありません。

③議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかっ

た会社等の名称等

　 該当事項はありません。

④支配が一時的であることと認められること等により、連結の範囲から除かれた

子会社の財産又は損益に関する事項

　 該当事項はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

①持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及び主要な会社等の名称

　 該当事項はありません。

②持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の名称等

　 該当事項はありません。

③議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有している会

社等のうち関連会社としなかった会社等の名称等

　 該当事項はありません。

④持分法の適用の手続について特に記載すべき事項

　 該当事項はありません。
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(3) 会計方針に関する事項

①重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券の評価基準及び評価方法

　 ・その他有価証券

　 時価のあるもの

　 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法に

より算定)

　 時価のないもの

　 総平均法による原価法

（ロ）たな卸資産の評価基準及び評価方法

・未成工事支出金

　 個別法による原価法

　 (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

・有形固定資産

　当社及び連結子会社は、主として定率法によっております。ただし、平

成10年４月１日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４

月１日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用して

おります。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ３～15年

工具器具備品 ３～15年

・無形固定資産

(ソフトウェア)

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

③重要な引当金の計上基準

・貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。

・賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき

計上しております。
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④退職給付に係る会計処理方法

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の

見込額に基づき、当連結会計年度末に発生していると認められる額を計上して

おります。

⑤重要な収益及び費用の計上基準

・完成工事高の計上基準

　進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基

準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事

完成基準を適用しております。

⑥消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(４) 会計方針の変更

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税制の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関す

る実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度

に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価

償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当連結会計年度において、連結計算書類への影響は軽微であります。

(５) 追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号

平成28年３月28日）を当連結会計年度から適用しております。
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３．連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 43,653千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 10,796,000株 　－株 　 －株 10,796,000株

　

(2) 配当に関する事項

①配当金支払額

決議
株式の
種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成28年6月23日
定時株主総会 普通株式 43,099 4.00 平成28年３月31日 平成28年６月24日

　

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額
(千円)

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成29年6月27日
定時株主総会

普通株式
繰越利益
剰余金 43,091 4.00 平成29年３月31日 平成29年６月28日
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５．金融商品に関する注記

①金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業計画に照らして、必要な資金を調達することとしてお

り、その調達方法は資金所要の長短等を踏まえ、決定することとしております。

　なお、当連結会計年度末日時点で外部資金調達による借入金等はありません。

　また、余剰資金については、安定性を重視した運用に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。

当該リスクに関しては、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う等の方法によ

り管理しております。

　短期貸付金は、親会社に対するものであり、また、短期の貸付であることか

ら、信用リスクは僅少であると判断しております。

　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。当

該リスクに関しては、上場株式については四半期毎に時価の把握を行うこと等

により管理しております。

　営業債務である工事未払金、預り金は、１年以内の支払期日であります。

　また、営業債務は流動性リスクに晒されております。当該リスクに関しては、

各部署からの報告に基づき管理部が適時に資金繰計画を作成・更新すること等

により管理しております。

②金融商品の時価等に関する事項

　平成29年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価

及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 944,536 944,536 －

(2) 完成工事未収入金 85,564 85,564 －

(3) 短期貸付金 1,850,000 1,850,000 －

(4) 投資有価証券

　 その他有価証券 8,216 8,216 －

資産計 2,888,316 2,888,316 －

(1) 工事未払金 61,933 61,933 －

(2) 預り金 218,380 218,380 －

負債計 280,314 280,314 －
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(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2)完成工事未収入金並びに(3) 短期貸付金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

負 債

(1) 工事未払金、（2）預り金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

６．賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 234円20銭

(2) １株当たり当期純利益 23円60銭

８．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

９．その他の注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告 謄本

独立監査人の監査報告書
平成29年５月10日

エムティジェネックス株式会社
取締役会 御中

清陽監査法人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 野 中 信 男 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 森 山 武 芳 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、エムティジェネックス株式会社の平成28
年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、エムティジェネックス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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貸 借 対 照 表

(平成29年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

〔資 産 の 部〕 〔負 債 の 部〕

流動資産 2,379,145 流動負債 255,201

現金及び預金 605,787 買掛金 41,187

売掛金 29,245 工事未払金 61,933

完成工事未収入金 85,564 未払金 13,009

前払費用 38,780 未払費用 2,603

短期貸付金 1,600,000 未払法人税等 70,809

繰延税金資産 8,330 未払消費税等 14,640

その他 11,436 前受金 29,622

固定資産 414,125 預り金 1,903

有形固定資産 42,728 賞与引当金 8,850

建物 5,501 資産除去債務 10,084

構築物 3,668 その他 556

車両運搬具 0 固定負債 92,686

工具、器具及び備品 11,509 長期預り敷金 79,403

土地 22,048 退職給付引当金 13,283

無形固定資産 1,832 負 債 合 計 347,888

ソフトウェア 1,832 〔純 資 産 の 部〕

投資その他の資産 369,564 株主資本 2,443,113

投資有価証券 8,216 資本金 1,072,060

関係会社株式 310,000 利益剰余金 1,374,266

長期前払費用 417 　利益準備金 30,182

敷金及び保証金 40,379 　その他利益剰余金 1,344,084

破産更生債権等 10,728 　繰越利益剰余金 1,344,084

繰延税金資産 10,552 自己株式 △3,213

貸倒引当金 △10,728 評価・換算差額等 2,269

その他有価証券評価差額金 2,269

純 資 産 合 計 2,445,382

資 産 合 計 2,793,270 負 債 純 資 産 合 計 2,793,270

記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売上高 2,019,617

売上原価 1,469,476

売上総利益 550,141

販売費及び一般管理費 233,450

営業利益 316,690

営業外収益

受取利息 8,601

受取配当金 188

雑収入 4,806 13,596

経常利益 330,286

特別損失

本社移転費用 9,692 9,692

税引前当期純利益 320,593

法人税、住民税及び事業税 107,894

法人税等調整額 613 108,507

当期純利益 212,085

記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

利益剰余金

自己株式
株主資本

合 計利益準備金

そ の 他

利益剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益

剰 余 金

当期首残高 1,072,060 25,872 1,179,407 1,205,280 △2,891 2,274,448

当期変動額

剰余金の配当 △43,099 △43,099 △43,099

利益準備金の積立 4,309 △4,309 － －

当期純利益 212,085 212,085 212,085

自己株式の取得 △322 △322

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － 4,309 164,676 168,986 △322 168,664

当期末残高 1,072,060 30,182 1,344,084 1,374,266 △3,213 2,443,113

　
評価・換算

差 額 等
純資産

合 計
そ の 他

有価証券

評価差額金

当期首残高 2,524 2,276,973

当期変動額

剰余金の配当 △43,099

利益準備金の積立 －

当期純利益 212,085

自己株式の取得 △322

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
△255 △255

当期変動額合計 △255 168,409

当期末残高 2,269 2,445,382

記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

　

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記

　(1) 資産の評価基準及び評価方法

　 ①有価証券

　 （イ）子会社株式

　 総平均法による原価法

　 （ロ）その他有価証券

・時価のあるもの

　事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。）

・時価のないもの

　総平均法による原価法

　 ②たな卸資産

・未成工事支出金

　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）

　

　(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

　定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く。）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備

及び構築物については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物 ３～15年

　工具器具備品 ３～15年

②無形固定資産

・ソフトウェア

　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
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　(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

②賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上

しております。

③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込

額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。

　(4) 収益及び費用の計上基準

　進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準

（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基

準を適用しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

　

(6) 会計方針の変更

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの

適用）

　法人税制の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関

する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度

に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減

価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当事業年度において、計算書類への影響は軽微であります。

(7) 追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26

号 平成28年３月28日）を当事業年度から適用しております。
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３．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 38,162千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

①短期金銭債権 1,635,160千円

②長期金銭債権 21,526千円

③短期金銭債務 33,671千円

４．損益計算書に関する注記

　 関係会社との取引高

①営業取引（収入分） 616,066千円

②営業取引（支出分） 675,689千円

③営業取引以外の取引（収入分） 13,158千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
　

自己株式の数に関する事項
　

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 21,239株 1,951株 －株 23,190株

６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産

　賞与引当金 2,731千円

　貸倒引当金 3,310千円

　退職給付引当金 4,067千円

　未払事業税 4,123千円

　未払事業所税 222千円

　未払費用 409千円

　電話加入権評価損 143千円

　投資有価証券評価損 931千円

　資産除去債務 3,112千円

　その他 844千円

繰延税金資産合計 19,895千円

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 1,012千円

繰延税金負債合計 1,012千円

繰延税金資産（負債）の純額 18,882千円
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７．関連当事者との取引に関する注記

　(1) 親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
森トラスト

株式会社

(被所有)
直接
53.50

ビル・住宅等の内装工事

及びリニューアル工事の

請負、建築及び設計施工

監理、駐車場・不動産の

運営管理、資金の貸付等

工事の請負 609,058
完成工事
未収入金

32,499

管理の受託 3,596 売掛金 351

駐車場等賃借 603,338 前払費用 31,684

敷金及び保証金 7,376

買掛金 26,581

事務所賃借 10,443 前払費用 1,307

敷金及び保証金 14,150

貸付資金の回収 1,600,000 短期貸付金 －

親会社

株式会社森ト

ラスト・ホー

ルディングス

(被所有)
間接
53.50

資金の貸付等

資金の貸付 1,600,000 短期貸付金 1,600,000

利息の受取 8,598

(注) １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等

が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

一般的な市場価格等を勘案して決定しております。なお、資金の貸付については担

保は受け入れておりません。

　

　(2) 子会社

属性 会社等の名称

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社

森トラスト保

険サービス株

式会社

(所有)
直接
100

事務業務の受託等 事務業務の受託 4,560 未収入金 410

(注) １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等

が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

一般的な市場価格等を勘案して決定しております。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 227円00銭

(2) １株当たり当期純利益 19円68銭

９．重要な後発事象に関する注記

　 該当事項はありません。
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計算書類に係る会計監査報告 謄本

独立監査人の監査報告書
平成29年５月10日

エムティジェネックス株式会社
取締役会 御中

清陽監査法人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 野 中 信 男 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 森 山 武 芳 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、エムティジェネックス株式会社の
平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第67期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行っ
た。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査役会の監査報告 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第67期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1） 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

（2） 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境
の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社
の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の
報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため
に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する
取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必
要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判
断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容につい
て検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成
17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。

　 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
　(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の
利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについ
ての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 清陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人 清陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成29年５月12日

エムティジェネックス株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 阿 部 和 康 ㊞

社外監査役 福 田 照 幸 ㊞

社外監査役 西 本 憲 良 ㊞

監査役 柳 内 康 孝 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　当社の利益配分に関する基本方針は、業績に応じた株主への利益還元

を行うことを経営の重要施策のひとつとして位置づけ、安定的な収益基

盤を確立し、継続的な利益配分を行うこととしております。また、内部

留保資金につきましては、事業拡大による企業価値の向上と株主利益の

確保にむけた成長資金として有効に活用してまいります。

　当期の期末配当金につきましては、当期の業績等を勘案し、次のとお

りといたしたいと存じます。

（1）配当財産の種類

金銭といたします。

（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき ４円 総額43,091,240円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年６月28日
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第２号議案　株式併合の件

１．株式併合を必要とする理由

全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する

国内会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。

　当社は、東京証券取引所に上場する企業としてこの主旨を尊重し、当社株式

の売買単位を1,000株から100株に変更するとともに、証券取引所が望ましいと

する投資単位の水準（５万円以上50万円未満）を維持することを目的として、

株式の併合を行うものであります。

２．株式併合の内容

（1）併合する株式の種類及び割合

当社株式について、10株を１株に併合いたしたいと存じます。

なお、株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定

めに基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、

端数の割合に応じて分配いたします。

（2）株式併合の効力発生日

平成29年10月１日

（3）効力発生日における発行可能株式総数

3,000,000株

（4）その他

本議案に係る株式併合は第３号議案「定款一部変更の件」が承認可決する

ことを条件といたします。なお、その他手続き上の必要事項につきまして

は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

（注）株式併合により、発行株式総数が10分の１に減少することとなりますが、

純資産等は、変動しませんので、１株当たりの純資産額は10倍となり、

株式市況の変動など他の要因を除けば、株主様がお持ちの当社株式の資

産価値に変動はありません。また、議決権等の株主様の権利も変動はあ

りません。
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第３号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

（1）第２号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件として、併合比

率に応じて発行可能株式総数を減少させるため現行定款第６条を変更する

とともに、単元株式を1,000株から100株に変更するため現行定款第８条を

変更するものであります。

（2）上記（1）の変更の効力は、第４号議案における株式併合の効力発生日であ

る平成29年10月１日をもって発生する旨の附則を設けるものであります。

なお、本附則は、株式併合の効力発生日経過後、削除するものといたしま

す。

２．変更の内容

（下線は変更部分を示しております）

現行定款 変更案

第６条（発行可能株式総数） 第６条（発行可能株式総数）

当会社の発行可能株式総数は3,000万株
とする。

当会社の発行可能株式総数は300万株と
する。

第７条（自己株式の取得） 第７条（自己株式の取得）

（条文記載省略） （現行どおり）

第８条（単元株式数） 第８条（単元株式数）

当会社の単元株式数は1,000株とする。 当会社の単元株式数は100株とする。

第９条～第３８条 第９条～第３８条

（条文記載省略） （現行どおり）

（新設） 附則

　 第１条（効力発生日）

　
　

第６条および第８条の変更は、平成29年
10月１日をもって効力を生ずるものと
し、同日をもって本附則を削除する。
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第４号議案　取締役５名選任の件

　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります

ので、取締役５名の選任をお願いしたいと存じます。

　 取締役候補者は、次のとおりであります。

候補
者番

号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有す
る当社
株式の
数

1
鈴 木 均

(昭和25年６月９日生)

昭和50年４月 森ビル株式会社入社

－株

平成10年６月 森ビル開発株式会社(現：森トラスト株式会
社)管理部港ブロック長兼開発部住宅担当課長

平成11年10月 同社管理部長

平成14年４月 ＭＴファシリティサービス株式会社(現：森ト
ラスト・ビルマネジメント株式会社)取締役管
理部長

平成18年８月 当社専務執行役員
ＭＴファシリティサービス株式会社(現：森ト
ラスト・ビルマネジメント株式会社)取締役

平成19年６月 当社代表取締役社長(現任)

平成22年９月 東洋ハウジング管理株式会社取締役（現任）

平成28年１月 森トラスト保険サービス株式会社代表取締役
社長（現任）
（重要な兼職の状況）

東洋ハウジング管理株式会社取締役

森トラスト保険サービス株式会社代表取締役
社長

2
伊齋田 治

(昭和27年１月５日生)

昭和49年４月 森ビル株式会社入社

－株

昭和61年８月 森ビル観光株式会社(合併により現：森トラス
ト株式会社)入社業務部建設管理課長

平成６年４月 森ビル管理株式会社管理技術センター課長

平成10年６月 森ビル開発株式会社(現：森トラスト株式会
社)管理部技術担当副参事

平成14年６月 ＭＴファシリティサービス株式会社(現：森ト
ラスト・ビルマネジメント株式会社)管理部技
術担当上席副参事

平成17年６月 当社取締役

平成19年６月 当社取締役リニューアル事業部長(現任)

3
藤 沢 久 晃

(昭和23年２月５日生)

昭和45年４月 株式会社日本長期信用銀行入社

－株

昭和59年２月 同社事務部副参事役

平成５年12月 同社人事部人材開発室長

平成12年４月 株式会社整理回収機構入社財務部次長

平成19年６月 当社取締役管理部長(現任)
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候補
者番

号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有す
る当社
株式の
数

4
鈴 木 靖 人

(昭和30年３月28日生)

昭和53年４月 森ビル株式会社入社

－株

平成12年12月 森トラスト株式会社管理部企画担当
平成14年11月 ＭＴファシリティサービス株式会社(現：森ト

ラスト・ビルマネジメント株式会社)管理部企
画担当課長

平成18年８月 同社企画部長兼業務管理部長

平成22年１月 当社監査役

平成24年６月 当社駐車場運営部長兼ビル管理部長兼開発部長

平成26年６月 当社取締役駐車場運営部長兼ビル管理部長兼
開発部長（現任）

5

安 達 智 一

(昭和42年７月１日生)

【新任】【社外】

平成２年４月 戸田建設株式会社入社

－株

平成19年４月 同社東京支店建築営業部営業課長

平成25年３月 同社東京支店建築営業部長（現任）

（重要な兼職の状況）

戸田建設株式会社東京支店建築営業部長
　

（注）１．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．安達智一氏は、社外取締役候補者であります。
３．安達智一氏を社外取締役候補者とした理由は、大手建設会社での豊富な経

験と業務知識を有しており、他の取締役の監督機能を十分に発揮し、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってい
ただけると共に、当社リニューアル事業に対する幅広い意見を期待するた
めであります。

４．安達智一氏は、当社又は当社の子会社の業務執行者又は役員であったこと
はありません。

５．安達智一氏は、当社親会社等ではなく、また過去５年間に当社の親会社等
であったこともありません。

６．安達智一氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、ま
た過去５年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこと
もありません。

７．安達智一氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財
産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

８．安達智一氏は、当社の親会社等、当社又は当社の特定関係事業者の業務執
行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではあ
りません。

９．社外取締役候補者である安達智一が選任された場合、当社は同氏との間
で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最
低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結する予定であります。
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第５号議案　監査役３名選任の件

　監査役福田照幸氏、西本憲良及び柳内康孝氏は、本総会終結の時をも

って任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いしたいと存じ

ます。

　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

　 監査役候補者は、次のとおりであります。

候補
者番

号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有す
る当社
株式の
数

1

福 田 照 幸

(昭和21年５月22日生)

【社外】

昭和49年４月 弁護士登録

－株

昭和53年９月 福田法律事務所開設（現任）
平成６年11月 当社監査役（現任）
平成28年１月 森トラスト保険サービス株式会社監査役（現

任）
（重要な兼職の状況）
森トラスト保険サービス株式会社監査役

2

西 本 憲 良

(昭和25年７月29日生)

【社外】

昭和49年４月 森ビル株式会社入社

－株

昭和61年８月 森ビル観光株式会社（合併により現：森トラ
スト株式会社）入社

平成９年６月 同社取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支配人

平成18年４月 森観光トラスト株式会社（現：森トラスト・
ホテルズ＆リゾーツ株式会社）取締役ホテル
ラフォーレ琵琶湖総支配人

平成18年10月 同社常務取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支
配人

平成20年６月 ＭＴファシリティサービス株式会社(現：森ト
ラスト・ビルマネジメント株式会社)監査役
(現任)

平成21年３月 ＭＴ＆ヒルトンホテル株式会社監査役

平成24年６月 当社監査役（現任）

（重要な兼職の状況）

森トラスト・ビルマネジメント株式会社監査
役

3

舟 山 英 樹

(昭和39年11月２日生)

【新任】

昭和63年４月 森ビル観光株式会社（合併により現：森トラ
スト株式会社）入社

－株

平成25年７月 森トラスト株式会社財務部財務課課長

平成27年７月 森トラスト株式会社財務部財務課部長代理

平成28年４月 株式会社森トラスト・ホールディングス経営
管理部部長代理

平成28年７月 森トラスト株式会社経理部専門部長 兼 株式
会社森トラスト・ホールディングス経営管理
部専門部長（現任）
（重要な兼職の状況）

森トラスト株式会社経理部専門部長 兼 株式
会社森トラスト・ホールディングス経営管理
部専門部長

（注）１．各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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２．福田照幸氏及び西本憲良氏は、社外監査役候補者であります。
なお、当社は福田照幸氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届けております。同氏が選任された場合、当社は引き
続き同氏を独立役員とする予定です。

３．福田照幸氏を社外監査役候補者とした理由は、就任以来、弁護士としての
専門的知識を当社の監査体制の強化に反映していただいており、今後も社
外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
なお同氏の当社社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって22年７ヶ
月となります。

４．西本憲良氏を社外監査役候補者とした理由は、森トラストグループ各社の
監査役として豊富な経験と幅広い見識を有しており、就任以来、当社の監
査体制の強化に重要な役割を果たしております。また、今後も上記の理由
により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断して
おります。なお同氏の当社社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもっ
て５年となります。

５．当社は、福田照幸氏及び西本憲良氏との間で会社法第427条第１項の規定
に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏
が再任された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。

６．福田照幸氏は、当社の子会社である森トラスト保険サービス株式会社の監
査役であります。

７．西本憲良氏は、当社の特定関係事業者である森トラスト・ビルマネジメン
ト株式会社の監査役であり、同社より報酬を受けております。

８．舟山英樹氏は、現在親会社である森トラスト株式会社及び株式会社森トラ
スト・ホールディングスの業務を執行しております。なお、森トラスト株
式会社及び株式会社森トラスト・ホールディングスにおける地位及び担当
につきましては、「略歴、地位及び重要な兼職の状況」に記載のとおりで
あります。

以上
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〈メ モ 欄〉
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地下鉄都営三田線　内幸町下車　Ａ２番出口　徒歩1分

東京メトロ銀座線　新橋下車　　７番出口　　徒歩5分

地下鉄都営浅草線　新橋下車　　７番出口  　徒歩5分

ＪＲ　　　　　　　新橋下車　　日比谷口　　徒歩5分

日比谷公園

国会通り

外堀通り

日
比
谷
通
り

内幸町交差点

西新橋交差点

日比谷シティ

日比谷
セントラルビル

西新橋スクエア

至虎ノ門

至品川

至東京

みずほ銀行
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ゆりかもめ新橋駅
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町
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(
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営
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Ｊ
Ｔ
Ｂ
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関
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JR
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銀
座
線)

交
番

航
空
会
館

第67回定時株主総会会場ご案内図

会 場 東京都港区新橋一丁目18番１号
航空会館 ５階会議室
ＴＥＬ 03－3501－1272

　
会場の場所柄駐車場をご用意できませんので、勝手ながらお車でのご来場
は、ご容赦賜りたくお願い申しあげます。
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